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                                                令和　　年  　月　　日

 （宛先）高松市長

住  所  
　　　　
氏　名　
                                      
公 園 内 行 為 許 可（変 更 許 可） 申 請 書

  公園内において次のとおり行為の許可（変更許可）を受けたいので、高松市都市公園条例第３条第２項（第３項）の規定により申請します。

	公園名                                                
	玉藻公園

	行為の目的
	

	行為の期間
	令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

	行為を行う場所
又は公園施設
	　

	行為の内容
	　

	使用面積
	　

	行為の参加人員
	　

	その他
	　

	 備考
   １  占用位置に関する図面は、２部提出すること。
   ２  変更許可申請の場合は、変更する項目名を           印で囲むこと。




許    可    条    件



                                            高松市創造都市推進局文化財課



１　都市公園法、同施行令、高松市都市公園条例、同施行規則を守り、係員の指示に従わなければならない。


２  許可なく使用目的以外の用途に使用してはならない。


３  許可を受けた者が第三者に損害をおよぼしたときは、自己の責任において解決しなければならない。


４  許可を受けた者が、公園施設等をき損したときは、その損害の責を負わなければならない。


５  使用にあたっては、来園者、付近住民の迷惑にならないようにすること、特に音量について注意しなければならない。


６  火気については、特に厳重に注意すること。


７  使用後は清掃しなければならない。


８  ゴミ類などは各自持ち帰ること。



